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遺留分ってなあに？

Q:民法には、遺留分制度というのがある

と聞きました。どのような制度なのでしょう

か。

ヱヘ：誰にどのような財産をどのくらい与え

るかは、財産の所有者本人の自由で、遺言で

好きなように指示することができます。

しかし、この自由意思を無制限に認めると

不都合なことも起こりかねません。「愛人に

すべての財産をあげる」といったような、配

偶者の老後の生活費さえも残らない形の財産
処分も可能になるからです。

そこで民法は、相続人のうち配偶者、子 、

直系尊属には、最低限の相続割合を保証して

います。これを「遺留分」といいますが、兄

弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分を侵害された相続人は、他の相続人

や財産取得者に遺留分を満たすだけの財産返

還請求（遺留分減殺請求）をすることができ

ます 。

遺留分の額は、相続人となる人が誰かによ

って次のようにその割合が決められています。

(1)直系尊属のみが相続人であるとき

被相続人の財産の3分の1

(2)それ以外の場合（子のみ、配偶者のみ、配

偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄

弟姉妹の場合があります。）

被相続人の財産の2分の1

遺留分のある相続人が2人以上いる場合の

各自の遺留分は、(1)または(2)の割合を法定相

続分で配分した割合となります。
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